
令和４年度［1129］新任講師等研修（第２回）実施要項  

新型コロナウイルス感染症対策のため、オンライン型の形態で開催します。 

１ 目  的  教育活動の基盤となる基本的事項を学ぶことを通して、学校組織の一員として求められ

る資質・能力を身に付ける。 

２ 主  催  島根県教育委員会 

３ 主  管  島根県教育センター 

４ 開催日時 

 

 

 

 

 

 

 

５ 会  場  所属長が指定する場所 

（受講者と講師、島根県教育センターを Zoomでつなぎ、オンラインで実施） 

６ 対 象 者   県内の市町村立小・中・義務教育学校並びに県立学校（松江市立皆美が丘女子高等学

校を含む）に勤務する、１年期限付き又は短期補充の常勤講師*1 及び非常勤講師*2のう

ち、本研修を受講していない者。ただし、再任用の教員、県内外での正規教職経験者、

初任者研修に係る非常勤講師は対象としない。 

 *１＜常勤講師等（市町村立小・中学校、義務教育学校）＞ 

      講師、養護助教諭、学校栄養士、主事 

       *１＜常勤講師等（県立学校、松江市立皆美が丘女子高等学校）＞ 

          講師、養護助教諭、学校栄養士、学校看護士、実習助手、寄宿舎指導員 

*２＜非常勤講師（市町村立小・中学校、義務教育学校のみ）＞ 

・にこにこサポート事業（通常・特支）に係る非常勤講師 

・中学校クラスサポート事業に係る非常勤講師 

・学びいきいきサポート事業に係る非常勤講師 

・免許外教科担任解消に係る非常勤講師  

  ・主幹教諭配置に伴う代替非常勤講師 

・緊急対応非常勤講師          

  ・育児短時間勤務代替非常勤講師 

・修学部分休業代替非常勤講師      

 ・体育担当教員妊娠代替非常勤講師 

 ・少人数学級編成代替非常勤講師 

７ 内容及び講師 

講義１ 生徒指導 

〔松江管内〕県教育庁松江教育事務所 指導主事兼生徒指導専任主事  桐山 直子 

〔出雲管内〕県教育庁出雲教育事務所 指導主事兼生徒指導専任主事  玉木 篤史 

〔浜田管内〕県教育庁浜田教育事務所 指導主事兼生徒指導専任主事  沖田 哲也 

〔益田管内〕県教育庁益田教育事務所 指導主事兼生徒指導専任主事  福原 奈美 

〔隠岐管内〕県教育庁隠岐教育事務所 指導主事兼生徒指導専任主事  藤野みほか 

 

 

 

 

管内・地域 日  時 

松 江 ９月２１日(水)  9:00～12:00 

出 雲 ９月１５日(木)  9:00～12:00 

浜 田 ９月１６日(金)  9:00～12:00 

益 田 ９月１６日(金)  9:00～12:00 

隠 岐 ９月２１日(水)  9:00～12:00 



講義２ 特別支援教育  

〔松江・隠岐・出雲管内〕県教育庁特別支援教育課指導スタッフ指導主事 川谷 欣民 

〔浜田・益田管内〕   県教育庁特別支援教育課指導スタッフ指導主事 三木 智之 

 

協 議  これまでの勤務を振り返って  

県教育センター企画・研修スタッフ指導主事 福井 道明 

 

  

８ 日  程  オンライン接続完了8:45 
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      ※ 非常勤講師の本研修に係る時間（３時間）は、総勤務時間数に含む。 

      ※ 本研修受講者のうち、常勤講師で学習指導に携わる者は、同日午後の［1131］講師等対

象授業づくり研修を受講すること。 

 

９ 受講期日について 

  受講期日の変更をする場合は管理職を通じて担当者に連絡し、島根県教育センターＨＰにある「変更

届」（様式第２号）による手続きを行ってください。 

 

10 事前準備 

受講者は、７月１９日付け事務連絡に示した Google Forms「新任講師等研修<第２回>に係るアンケー

ト調査提出について」に入力し、８月２５日（木）必着で送信すること。 

11 そ の 他  

(1) 本研修を受講する場所を所属校の管理職に必ず相談の上、決定してください。 

(2) オンライン研修の受講の仕方についての詳細は、メールで連絡します。 

(3) レジュメ、研修資料を事前に島根県教育センターホームページよりダウンロードし、印刷しておい

てください。 

(4) 研修時間中は、職務等により離席することはできません。 

(5) 県教育委員会指導主事等が講師の場合は、原則講義の録音、提示資料の写真撮影を行っても構いま

せん。ただし、外部講師に限っては禁止とする場合があります。パソコン・タブレットの持ち込みは、

ノート記録の代わりとしての使用については問題ありません。 

(6) 遅刻・早退・欠席の場合には、早急に管理職を通じて担当者に連絡してください。島根県教育セン

ターＨＰにある「欠席（遅刻・早退）届」（様式第１号）による手続きを行ってください。 

(7) 研修に際して配慮が必要な方は、事前に管理職を通じて担当者までご相談ください。 

(8) この研修についてご不明な点がございましたら、次の担当スタッフにお問い合わせください。研修

当日の連絡についても同様です。 

（松江、出雲、隠岐会場）島根県教育センター企画・研修スタッフ 福井道明  0852-22-5866 

（浜田、益田会場）島根県教育センター浜田教育センター研究・研修スタッフ 多々納真吾 0855-23-6782 

  


